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マンション建て替えにおける補償金付き

多数決ルールの投票均衡：逐次投票の場合＊

長久領壱 高谷真城

概要

マンション建て替え決議における多数決ルールに関して考察する．現在日本の区分所有法では 5
分の 4多数決で建て替え決議を行うとしている．そして可決した場合，賛成側に対して反対者の区分

所有権の買取を命じている．この買取は時価となっており，一般に建て替え可決後は区分所有権の価

値は上昇することを考えれば，この多数決は実体的には賛成側から反対側への補償金支払いを前提と

していると見倣すことができる．

本稿ではこの補償金付き多数決を逐次投票で行うケースを分析する．区分所有者の投票の順序は

決まっており，建て替え後の予想資産価値が高い区分所有者から順に投票するものと仮定する．従っ

て投票ルールは一つの展開形ゲームとして，そして投票結果はこのゲームにおける部分ゲーム完全均

衡として捉えられる．

賛成票数を m とし，建て替え可決必要票数を qとする．結果は以下の三つである．

(i)殆ど全てのケースにおいて部分ゲーム完全均衡は一意に存在する（補題 1). 

(ii)m > qで建て替えが可決する場合，予想資産価値において序列 m番目までの区分所有者が賛

成に票を入れ， m+l番目以下は反対に票を入れている（定理 1). 

(iii) m>qで建て替えが可決するのは，序列m番目の区分所有者が補償金を負担してでも建て替

えに参加する方が，自分の区分所有権を補償金込みで売却するよりよいと判断するとき，そしてその

時のみである（定理2). 

(ii)は賛成・反対の票の構成に関して， m>qで建て替えが可決する場合は序列上の跳びはない

ことを主張している. (iii)はm>qで建て替えが可決するための必要十分条件である．

キーワード：区分所有権；マンション建て替え決議；補償金；多数決；部分投票；部分ゲーム完

全均衡；建て替えのパラドックス
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1 序論

マンション（集合住宅）などの区分所有財は各自が所有する居室等は，区分所有者の専用部分として，

自由な利用（転売等を含め）が戸建て住宅同様に認められる． しかしその一方で，それ以外の部分は共

有部分であり，その利用は処分などに当たっては区分所有者間の合意によって意思決定する必要がある．

特に老朽化したマンションの建て替えでは共有部分だけではな¥'専用部分に関しても区分所有者全員

の集団的選択に委ねられることとなり，その合意形成は容易なことではない＼本稿においては，山崎・

瀬下・定之 (2013)で指摘された現行区分所有法による多数決決議の問題点を展開形ゲームでの部分ゲー

ム完全均衡の考えを使って論考する．

＊本稿は 2018年度日本経済学会春季大会（於兵庫県立大学， 6月）の報告の一部である．報告は高谷が行った．報告に対す
る多数のコメントに感謝したい．

1現行法制でのマンション建て替えの現状と問題点に関しては高谷 (2016),大木 (2014), 国土交通省 (2013), 不動産

協会 (2011),岩田 (1997),浅見 (2009), 山崎 (1999)などに詳述がある．
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現在わが国では分譲マンション等の区分所有建築物の建て替えには 4/5以上の賛成という絶対多数決

が必要である（区分所有法62条）町そして建て替え決議が可決した場合，決議賛成者側が反対側の区

分所有者に対し，区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求する権利がある（区分所

有法63条4項） 3_ 

しかし山崎・瀬下・定之 (2013) は次の問題点を指摘する4_

(1)法律の文面上は，賛成者側から反対者側に対して区分所有権を売り渡すように請求できるとする

が，実態は反対者が居住し続ける限りは建て替えは実施できないから，実質的には賛成者に買い取りを

義務づけることになる．すなわち，法律の文面とは逆に，反対者が時価による買い取り補償を請求でき

る権利を持つのと同じである．いわば，反対することで，この「売り渡し請求権」という名の買い取り

補償請求権を獲得することができる．

(2) この買取請求の価格は「時価」となっている．建て替えが決議された後では，一般にそのような

区分所有権の価値も建て替え後の利益を反映して上昇してしまう．取引が実現しない状況で時価を推定

することは事実上できないため，実務上は建て替え決議前の時価を前提に，建て替え後の開発利益を織

り込んだ一定の補償を上乗せする形で買い取りをすることになる．

かくして 4/5多数決は，建て替えが可決した場合には賛成側が反対側に補償金を支払うことを前提に

行われることになるs. このような投票では，区分所有者の一部が補償金を目当てに反対に票を投じ，結

果的に建て替え決議が否決されるという逆説的状況，囚人のジレンマに似た状況，が生まれる可能性が

ある． この状況を仮に「建て替えのパラドックス」とでも呼んでおこう．山崎・瀬下・定之 (2013) は

このパラドックスの数値例を挙げている．一方，高谷 (2016) はこの問題をモデル化し，補償金の有無

が建て替えの可否に与える影轡はないと結論している． しかしこの分析では補償金が自由に設定できる

変数になっており，補償金は集合住宅市場での需給関係で決まるという先の問題点の (2)を十分考慮し

た形にはなっていない．また投票の均衡は同時手番のナッシュ均衡になっており，複数の投票均衡が存

在し， どれが実際に起きる均衡なのかを説明できないという新しい問題を引き起こしている．均衡の中

には不自然な均衡の含まれる．例えば全員が反対に投じる投票はナッシュ均衡である（自分一人が票を

変えても 4/5には届かず，建て替えは否決されたままである）．

本稿では逐次手番の投票を考え，問題を再考する．区分所有者は建て替え後の予想資産価値の高い順

から順番に投票する． これは展開形ゲームであり，そこでの均衡は部分ゲーム完全均衡である．我々が

2区分所有法は正式には「建物の区分所有等に関する法律」という．主に一棟の建物を区分して所有権の対象とする場合の，

各部分ごとの所有関係及びそのような建物およびその敷地等の共同管理について定めた法律である．幾度かの改正を経て現在

では本文に記載がある通り，区分所有者の 4/5多数決でもって建て替えが可能となった．建て替え可決後は「マンション建て

替え円滑化等に関する法律」が建て替えの手続きの詳細を定めている．これら法律の詳細や運用の実態に関しては飯田・鈴木・

丸山 (2008), 丸山 (2000) を参照せよ．

3厳密には 63条4項では，集会を招聘した主体が，建て替え決議に参加しなかった区分所有者に対して，建て替えに参加

するか否かを確認したうえで，建て替え決議に賛成した区分所有者等は，建て替えに参加しない旨を回答した区分所有者（そ

の承継人を含む）に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で請求することができる， とするものである．

4岩田 (1997)は1997年 8月までに建て替えられたすべてのマンションは区分所有者の全員一致によるもので，区分所有

法の定める 4/5多数決は使われていないと報告している．中川・浅田・山崎 (2009), 浅見• 福井・山口 (2012) らも山崎・

瀬下・定之と同じく 4/5多数決は賛成要件として厳しすぎることを指摘している．その他鎌田 (2012)は法律の観点から区分

所有法の命じる建て替え決議を批判している．
5多数決投票に関しては社会的選択理論において膨大な研究蓄積がある．その大部分は投票のパラドックスの研究である．古

典的研究としては Black(1958), 最近の研究で重要なものとして Caplinand Nalebuff (1988)がある．本稿では選択肢は二つ

（建て替えの可決・否決）であり，投票のパラドックスは選択肢が二つの場合では起きない (Arrow1963) . 
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得た結論は次の三つである．

(i)殆ど全てのケースにおいて部分ゲーム完全均衡は一意に存在する（補題 1)6_ 

賛成票数を m とし，建て替え可決必要票数を qとする．

(ii) m > qで建て替えが可決する場合，予想資産価値において序列 m 番日までの区分所有者が賛成に

票を入れ， m+l番H以下は反対に票を人れている（定理 1).

(iii) m > qで建て替えが可決するのは，序列 m番目の区分所有者が補償金を負担してでも建て替えに

参加する方が，自分の区分所有権を補償金込みで売却するよりよいと判断するとき，そしてその時のみ

である（定理2).

高谷 (2016) とは対照的に，補題 1より部分ゲーム完全均衡は殆ど全てのケースにおいて一意に存在

する．定理 1は賛成・反対の票の構成に関して， m>qで建て替えが可決する場合は序列上の跳びはな

いことを主張している．定理2はm>qで建て替えが可決するための必要十分条件である．

序列 q番目の区分所有者に関して定理2の条件が成り立てば，建て替えは q票より多い賛成票で可決

することになる．従って序列 q番目の区分所有者が建て替えの成否の一つのポイントである． この条件

が成り立てば，補償金H当ての反対票が出たとしても，それが建て替え否決に繋がることはない．これ

は建て替えのパラドックスを防ぐ一つの十分条件であり，山崎・瀬下・定之 (2013)の出した問題に対

して限定的ではあるが一つの解答となっている7_

論文の構成に関して説明する. 2節はモデルである. 3節は逐次投票を展開形ゲームの設定で定義す

る．部分ゲーム完全均衡を定義し，存在と一意性を示す. 4節は主要結果であり，定理 1と2を証明す

る. 5節は結論で残された問題と予想を述べる．

2 モデル

n(2: 2)人の区分所有者がいる.Vo> 0は現在の資産価値であり，全員共通で一定であるとする．建て

替えの費用負担額は全員同じで Cであり， これも一定とする．各区分所有者iは建て替え後の自己の予

想資産価値v;>0を持つものとする．一般性を失うことなく Vi2:・・・2:Vnとおき，区分所有者 iを序

列i位，または序列 i位の区分所有者などと呼ぶ．

建て替え決議は q多数決投票で議決される. q多数決投票とは q人以上の賛成でもって建て替え決議

を可決する絶対多数決である．ここで q2: 1と仮定する．以下では簡単化のため， q多数決を多数決と

呼ぶことにする．この多数決投票で建て替えが否決された場合は現状のままであり，区分所有者の利得

は全員 V0となる．可決になった場合は以下のとおりである．

反対票を入れた区分所有者は，自己の住居を賛成者側に売却し，更に補償金R>Oを得た上で退去す

る．よって反対票を人れた場合の利得は Vo+Rである．現行の区分所有法では建て替え決議が可決し

た場合，賛成側は反対者の区分所有権の「時価での」買取を命じている．一般に建て替えが可決すると

市場が反応し，区分所有権の価値は上昇する（この上昇分を Rとしている）凡従ってここでの多数決

6 「殆ど全てのケースにおいて」の意味は後述する．

7山崎・瀬下・定之 (2013)の建て替えのパラドックスでも区分所有者の意思決定は逐次投票の展開形ゲームのように見え

る．建て替え賛成に回るときの賛成者の一人当たり補償金負担額の決定は本稿のそれとは明らかに違いがある．

8上昇幅は資産市場での集合住宅に関する需要と供給の関係で決まり，その値は外生変数として一定であると仮定している．
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ルールは建て替えが可決した場合に賛成側が反対側に補償金を支払うという条件で行われていることに

等しい． これが補償金付き多数決である， という所以である．

区分所有者 iが賛成票を入れる場合，建て替え費用と補償金の支払いを負担し，建て替えに参加し

たうえで，いの資産価値を持つ新居に入居することになる釘賛成票の数を m とすると， iの利得は

¼- C - (n~m) Rとなる．ここで反対者の数は n-mであり，補償金の総額は (n-m) Rとなる．これ

を賛成票を入れた区分所有者m人と新規入居者n-m人の合わせて n人で均等負担するものと仮定し

ている．

3 部分ゲーム完全均衡

各区分所有者は 1から nの順に順番に投票するとする凰区分所有者iの行動戦略とは，区分所有者 l

から i-1までの投票結果の各々に対して iに賛成か反対かを割り当てる関数である．誰が賛成・反対を

入れたかは iにとっては関係がなく，ただその票数のみが関係している．よって iの行動戦略は自分より

序列上位にある区分所有者の入れた賛成票数 (0から i-1までの整数値）の各々に対して賛成，反対を

割り当てる関数となる. iの行動戦略をびiと記号する．例えばcr4(0)= cr4(l) =反対，び4(2)= cr4(3) = 

賛成， としよう.cr4は区分所有者4が自分より序列上位の投票者のうち賛成が2人以上に限って自分も

賛成に入れることを示している．尚賛成・反対以外の投票，棄権・白票など，の可能性は排除する（そ

のために必要となる仮定を後述する）．

区分所有者j=J 1から始まる部分投票とは， 1,…，j-1までが投票をすました前提で， jから nまで

が逐次に票を入れる投票である 11_ 1, …，j-1までの性成票の数を m1-1(0::;m1ー 1::; j -1)と記号しよ

う．賛成票m1-1でjから nまでが逐次に票を入れる投票を賛成票m1-1でjから始まる部分投票と呼

ぶ．故に jから始まる部分投票は全部でj個あることになる．尚，区分所有者 1の部分投票は 1から始

まる投票とする．つまり投票そのものである．故に mの定義域は 0のみからなり， cr1(0)=賛成または

叫0)=反対となる．

行動戦略の組er=(び1,…，叩）を所与とする．全ての区分所有者がerに従い投票するとは，区分所有者

1がび1の指示する票を入れ，次に区分所有者2が 1の投票後に決まる 2から始まる部分投票でび2の指

示する票を入れ，そして区分所有者 3が2の投票後に決まる 3から始まる部分投票で四の指示する票

を入れ，以下 4から nまでがそれぞれの部分投票でそれぞれer4, …，叩の指示する票を入れることをい

ぅ． この 1から nまでの票の流れを (erに従う）均衡経路と呼ぶ．また区分所有者jが賛成票mた 1で

票cr1(m1-1)を入れているとき， jはこの部分投票でerに従い票を入れるという．

行動戦略の組が一つ定まると，建て替えの可否は決まり，各自の利得も一意に定まる．これは次のよ

うにして確認できる．行動戦略erを所与とする．まず区分所有者 1がmに従い賛成か反対かを入れる．

そのどちらに投じたかに応じて区分所有者 2がび2に従い賛成か反対かに入れる．以下同様にして区分

，賛成者のもう一つの選択として，建て替えた新居を転売することもある．新古物件として売り出すことであるが，ここで

はその可能性は排除している．

10本節は展開形ゲーム理論の概念と用語を使用する．これらに関しては，ゲーム理論のテキスト，例えば Fudenbergand 

Tilole (1992)等，を参照されたい．

11この概念はゲーム理論でいう部分ゲームに対応している．従って用語としては部分投票ゲームというべきかもしれないが，

ここではより簡潔な命名を充てた．
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所有者3から nまでが自分以前の投票で投じられた賛成票の数の応じて賛成か反対かを人れることにな

る．こうして行動戦略びに従って投票結果が定まり，それぞれの利得も一意に定まる．

以下次の仮定を置く．

仮定 1v;-c-(n□ R=Voとなる iは存在せず，そして任意のm>qに関してv;-c-(n--;,m)R = Vo+R 

となる iも存在しない．

この仮定の下では，逐次投票において区分所有者は賛成・反対が無差別になることはなく，必ず賛成

か反対かに入れることになる（棄権・白紙委任等はない）．殆ど全てのケースでこの仮定は成り立つと

いってよい12_

行動戦略びに従って投票した結果（誰が賛成・誰が反対に入れたか，可決か否決か，可決した場合の

賛成票の数はいくらか）を 6 の帰結と呼び，そして帰結において各自が受け取る利得を 6 による利得と

呼ぶ．

賛成票 mj-1でjから始まる部分投票を考える. (J"がこの部分投票でのナッシュ均衡であるとは， jか

らnまでの任意の区分所有者iが行動戦略を替えても iの利得はぴよりも上がらないことをいう．すなわ

ち任意の i(jSi Sn), および任意の行動戦略外に関して，（外， O"-i)での iの利得::;(O"i, O"-i)での iの

利得，が成り立つとき，びはこの投票でのナッシュ均衡であるという．行動戦略の組 (J"= (0"1, …，叩）が

全ての部分投票に関してナッシュ均衡であるとき，ぴは部分ゲーム完全均衡という．以下では部分ゲー

ム完全均衡の性質に関して考察することになる．

補題 1部分ゲーム完全均衡は一意に存在する．

証明．行動戦略の組 (J"= (0"1, …， O"n)を以下のように帰納的に定義する．

nから始まる賛成票 mn-1での部分投票に関して，心を

叩 (mn-1)= 
｛賛成 if賛成での nの利得＞反対での nの利得

反対 if賛成での nの利得＜反対での nの利得

と定義する．仮定 1より等号は排除されている．

次に n-1から始まる賛成票 mn-2での部分投票に関して， O"n-1を同じく

賛成 if賛成での n-1の利得＞反対での n-1の利得

び,._,(m,._,)~{ 反対 if賛成での n-1の利得＜反対での n-1の利得

と定義する．先と同様，仮定 1により等号は排除されている．賛成票 mn-2での部分投票で n-1が賛

成を選べば，それは賛成票 mn-2+ 1での nから始まる部分投票となり，その時に nが入れる票は四で

定義している．同じく賛成票 mn-2での部分投票で n-1が反対を選べば，それは賛成票 mn-2での n

12数学的に表現すると以下のとおりである. C,R,Voが外生的に与えられているとして，集合｛（兄，…， Vn):全ての iに関

して ¼>0 で，ある i に関して仮定を満たさない｝をとると，この集合は n 次元ユークリッド空間上で明らかにその閉包の
内部が空 (nowheredense)である．仮定 1を満たさない (Vi,…，Vn)の集合はこの意味で無視できるほど小さい．故に任意に

与えられた Vi,…，％がこの集合に属すことは殆どありえないこととなる．
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から始まる部分投票となり，その時に nが入れる票は四で定義している．賛成・反対どちらを選んで

もn-lの利得は確定するので，その大小に応じて， n-lは賛成票ffin-2での部分投票での票を決定で

きる． これがO'n-1(mn-2)である．

以下同様にして区分所有者n-2,n-3,…， 1までの行動戦略びn-2,びn-3,…，び1を順次に定義する． こ

の組(J'=(0'1, …,％）が部分ゲーム完全均衡であること，およびその一意性は明らかである． ■ 

留意点 1仮定 1がなければ一意性は成立しない．例として n= 3, q = 2とし，

2 
v; ―C --R >Vo+ R(i = 1, 2), 

3 

怜ー C --R <Vo<½- C =Vo+ R 
3 

としよう. 0'1'び2は常に賛成に入れ，び3は賛成票が 2票の部分投票に限って賛成とするとしよう．組

（び1,び2四）は部分ゲーム完全均衡である．一方 T3は常に反対として，組（び1,び2,73)を作るとこれも部

分ゲーム完全均衡となる．どちらに従っても建て替えは可決だが1と2の利得は（び1,びかの）の方が高い．

4 主要結果

定理 1(J'は部分ゲーム完全均衡とし，建て替え可決であるとする．均衡での賛成票数を m とする.m>q 

ならば序列 m までの区分所有者は賛成，それより下位の区分所有者は反対に票を入れている．

証明．びに従って賛成票を入れている区分所有者の中で序列最下位を Kとする．賛成票 m-1で区分所

有者Kから始まる部分投票を考える. kが賛成・反対を入れた時の Kの利得は次の表の通りである．

Kが賛成 Kが反対

Kの利得 Ivk -C - (n~m} R I Vo + R 

以下表を説明する. kが賛成を入れた場合はびの均衡経路を辿る.kの定義より， Kより序列下位は全員

oに従い反対を人れている．よって Kの利得は表のとおりである. kが反対に入れた場合， m>qなの

で建て替えは可決し， Kの利得は Vo+Rである．

さて Kはoに従い賛成に票を入れたので

(n-m) 
(1) Vi -C - R >Vo+ R 

n、

である．

次に賛成票m-1で区分所有者m から始まる部分投票を考える. mが賛成・反対に入れた時の m の

利得は次の表に纏められる．

mの利得 IVm-C~ ーカご! R以上 Imv::: 
以下表を説明する.mが賛成であれば，少なくとも賛成票mで建て替えが可決する．これ以降の部分投

票で賛成者はさらに増えるかもしれない．よって mの利得は Vm-C -(n--;,m) R以上である.m>qな

ので反対しても建て替えは可決である．よって mが反対したときの mの利得は Vo+Rである．
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さて m さKなのでVm2枕であり，故に Vm-C -(n--;,m) R 2 Vk -C -(n--;,m) Rである．これと (1)

より Vm-C -(n--;,m) R > Vo+ Rである．よって mは「賛成票m-1で区分所有者mから始まる部分

投票」で賛成に入れる．

次に賛成票m-2で区分所有者m-1から始まる部分投票を考える. m-1が賛成・反対に入れた時

のm-1の利得は次の表で纏められる．

m-1の利得 IVm-1 r:;~ り~fR 以上 1:—~1; 冒
以下表を説明する. m-1が賛成であれば，「賛成票m-1で区分所有者mから始まる部分投票」に繋

がり，その利得は先の表から引き出せる．反対した場合は最大で Vo+Rである．

さて m-1::;k なので Vm-l~vk であり，故に Vm-l -C -(n--:,,m) R~vk -C -(n--:,,m) Rである．こ

れと (1) より Vm-l-C -(n-m) R > Vo + Rである．よって m-1は「賛成票 m-2で区分所有者

m-1から始まる部分投票」で賛成に入れる．

以下同様にして区分所有者i= 1, …,mに関して，「賛成票i-1での iから始まる部分投票」でiは賛

成に入れることが分かる：この部分投票で iが賛成・反対に入れた時の iの利得は次の表で与えられる．

i の利得 l½-C~り~!R 以上 I Voi: ゞ::下

iが賛成であれば，「賛成票iで区分所有者i+lから始まる部分投票」に繋がり，それ以下の部分投票に繋がる．

その利得は表のとおりである．さてi:::;kなのでlf;~Vk でぁり'故に v亡c_(n~叫R~Vk-C-(正n叫 R

である．これと (1) よりいー C-(n-m)R> Vo+Rである．よって iは「賛成票i-1で区分所有者i

から始まる部分投票」で賛成に入れる．

従って，びに従えば 1から m までが賛成となり，これは m=kを意味し，所望の結果を得る． ■ 

定理 2部分ゲーム完全均衡に従って建て替えが可決し，その時の賛成票数がqより大であるための必要

十分条件は

(n-k) 
Vk-C- R>Vo+R 

n 

を満たす k>qが存在することである．

証明．（必要性） 部分ゲーム完全均衡 6 に従ったときの賛成票数を m とすると， m>qである．故に定

理 1より，びに従えば区分所有者m は賛成票m-1での mから始まる部分投票で賛成に入れているこ

とになる． この部分投票でmが賛成・ 反対に入れた時の利得は次の表のとおりである．

mが戸成) Imが反対
mの利得 IVm -C - n-r,m R Vo+ R 

定理1より mが賛成に人れれば，びの均衡経路を辿り， m+l以下は全員反対に入れる．よって mの利

得は表のとおりである.mが反対に入れれば， m>qより建て替えは可決し， mの利得は表のとおりと

なる．

さて m は賛成に入れるので Vm-C -(n--;,m) R > Vo + Rであり，この mを求める Kとすればよい．
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（十分性）行動戦略の組びを補題 1の通り定義する．補題 1により，びは部分ゲーム完全均衡である．

定理 2の条件が成り立つとき，びに従って投票し，建て替えが可決することを示せばよい．定理 2の条

件を満たす Kの中で最大になるものをとる．一般性を失うことな<'これを Kとしよう．

定義から明らかなように，任意の k'>kに関しては Vk'-C -(n-/l R ::::; Vo + Rである13. kに関し

て，次の事実を証明する．

(1) k > qであるとする．このとき任意の k'>kに関して， k'は賛成票m2::qでk'から始まる全

ての部分投票において反対を投じる．

(1)の証明： k'として k+1, …,nが取れる．まずnについて証明する．賛成票n-1でnから始ま

る部分投票を考える. nが黄成・反対に人れた時の nの利得は次の表のとおりである．

nが賛成 nが反対

nの利得 IVn -C -¥n;n; R I Vo + R 

さて Vn-C - (n~n) R :S Vo + Rなので， nは反対に入れる．任意の賛成票 m(q:Sm)での部分投票に

おいても nは賛成すれば利得は最大で Vn-C-(n~n)R であるので反対に入れる．以上で n に関しては

(1) は証明できた．

次に n-1について証明する．賛成票n-2でn-1から始まる部分投票を考える. n-1が賛成・反

対に入れた時の n-1の利得は次の表のとおりである．

n-1カ：賛（ ）） 1n-lが反対
n-lの利得 IVn-1 -C - n-;-l R Vo + R 

n-1が賛成すれば賛成票n-1でnから始まる部分投票に繋がる．先に示した通り， nは反対に入れる

ので利得は表のとおりである．さて Vn-1-C - (n-(~-l)) R ::; Vo+ Rなので， n-1は反対に入れる．

賛成票m(qさm)での部分投票においても n-1は賛成すれば利得は最大で Vn-1-C - (n-(~-l)) Rで

あるので反対に入れる．以上で n-1に関しては (1)は証明できた．以下同じ手順で k+1, …，nのす

べてが反対に入れることが分かる．以上で (1)の証明は完了する．

さて証明に戻る．賛成票k-1でKから始まる部分投票を考える. kが賛成・反対に投じた場合での K

の利得は以下の表のとおりである．

Kが賛成) I kが反対

Kの利得 IVk-C—了 R Vo+R 

以下表を説明する. kが賛成のとき，賛成票Kでの k+lから始まる部分投慕に繋がる.(1) より k+l

以下は全て反対に投じるので， Kの利得は表のとおりとなる. kが反対しても建て替えは可決なので， K

の利得は表のとおりである．さて定理2の条件では Kは賛成に投じる．

次に賛成票 k-2でk-1から始まる部分投票を考える. k-1が賛成・反対に投じた場合での k-1

の利得は以下の表のとおりである．

k-1の利得 Ivkーロ門~k)R I~ ー:!冒
13仮定 1よりこの不等号は厳密な形で成り立つ．
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以下表を説明する. kー 1が賛成のとき，賛成票 k-1でKから始まる部分投票に繋がり，先に示した

通りで k-1の利得は表のとおりとなる. k-1が反対のときは明らかである．さて定理 2の条件では

Vk-1 -C -(n:k) R > Vo+ Rなので， k-1は賛成に人れる．以下同様にして区分所有者 1から Kまで

はびに従い賛成に入れ，建て替えは可決される．以上で証明は完了した． ■ 

留意点 2必要性の証明の部分でわかるように，賛成票数mはVk-C-(n:k) R > Vo+Rを満たす k>q

のなかで最大の Kである．

5 結論

本稿で得られた結果は幾つかの点で部分的な考察に留まる．以下残された問題を三つ列記し，結論と

したい．

1. 賛成票数mが丁度可決必要票数qに等しい場合に関して．

この場合定理1は成立しない可能性がある．補償金日当てに序列上の区分所有者が反対に投じ，下位の

区分所有者たちは賛成しないと建て替えが可決しないので，賛成に票を投じるという逆転が起こりうる．

逐次投票での投票の順番が大きく関係してくるであろう．賛成・反対に関するどのような階層秩序が成

立するかを考察しなければならない．また必要十分条件も「定理2の条件または Vq-C - (n~q) R > Vo 

が成り立つ」となるものと予想する．

2. 仮定 1の棄却に関して．

仮定 1を棄却すると部分ゲーム完全均衡の一意性は崩れる． しかし建て替え可決と否決の二通りの部

分ゲーム完全均衡が同居することはありえないと予想できる．複数均衡が成立しても，違いは賛成票数

のみであり，建て替えの可否に違いがあるとは考えれない．一方利得は均衡に応じて変わってくるであ

ろう．また本稿での主要結果はそのまま成立すると予想できる．

3. 建て替えのパラドックスに関して．

全ての区分所有者 i に関して ¼-C>Vo であれば，建て替え決議を可決したほうが全員にとってよ

いことになる．このようなパレート改善を補償金付き多数決が実現できるとき，そしてその時に限って

建て替えのパラドックスが起きないこととなる．定理2の条件が成り立てば，建て替えのパラドックス

は起きないが，これは十分条件を一つ与えているに過ぎない．パラドックス解消の必要十分条件はまだ

未解決である庄
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